
平成23年1月より曽於市も電子申告（eLTAX）での受付けを開始しました。

紙で出力して、郵送する

必要がないんだね

＜電子申告できる項目＞
◎法人市民税

◎固定資産税（償却資産）

空いた時間

で他の仕事

ができる

複数の地方公共団体へ

まとめて一斉に申告で

きるんだ（ただし、eLTAX

連携している会計ソフトを使えば、通

常業務、決算処理から申告の提出まで

の一連の作業を電子的に行えます

詳しくは、「（社）地方税電子化協議会」の

ホームページ（http://www.eltax.jp）を

◎固定資産税（償却資産）

◎個人住民税（給与支払報告書・特別徴収関連手続き）

＜電子申請・届出できる項目＞
◎法人市民税

法人の設立・設置届・異動届等

ご不明な点がありましたら、

「（社）地方税電子化協議会」のホームページ

（http://www.eltax.jp）をご覧いただくか、曽於市役所税務課市民

税係 （℡：0986-76-8804）までお問合せください。


